
最高裁秘書第415号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 'l

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030887号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年審査事件罪名別新受・既済年報

開示の実施方法

写しの送付

］

大阪地裁管内集計表（片面で3枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



(別紙様式第5）

審査事件罪名別新受 既済年報 大阪地裁管内第5表
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(量刑一）(注）

1 『既済」に記戦した数のうち起訴相当及び不起所不当の畦決のあったものの数(合計数）は． ［]を付し6内数として計上する．

2特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による.．

3職権審査事件については‘ （）を付し，内数として計上する．
一

4.符号13「強制わいせつ，強制性交等，岡致死傷等j.には，平成29年法律第72号による改正前の「強かん．強かん埠致妃傷j (177条～179条, 181条）を含む。
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刑 ． 注 犯 鈴 勵1 注 瑠1

痔層 罪名。 条項

人目

新受 唾溶 祷E ､罪名 条項

人伺

新受 既済 犀名 条項

人目

新そ 既済

1 公務軌行妨害，騒務強要 95条 21 業務上過失致死傷 211条1項繭段 1 U 公職週挙法

2 封印辱破棄 9．6条 22 重過失致死償 21 1桑Ⅱ項徒殴 道路交通法 1

3 強側軌行妨客．館兜等妨客 96桑の2． 3 23 逮捕及び藍禁，同致死傷 2ZOO Z21象 2 2 地方 自 治法

4 征拠魁域等
03， 104魚
05粂の2

桝 脅迫 p ･ . 強要 22Z． Z23魚 3 3 地方公務員法

5 放 火 08～114条 25 名讐殿損 侮辱 230． 垂31長 31 33 労働講準法 10 8

6 失． 火 16ざ 17畳の2 26
伯用殴損及び粟務妨

客 ．
Z33～Z34余の2 1 1 労働安全衛生法

7 往察妨客及び同致死笛等 24～ 29条 27 窃 盗 Z35－． 243条 6 （1） 3 （1） 曇力行為尋処嗣に関する法仲

8 住居侵入等 80． 3Z条 2 2 ” 不動．産侵．奪
235曇のZ

243条

自動車の季$こより人を死傷さ
せる行為等の蛤閲に閥する漉律

$

1J 限

9 文 書 偽 造 54～ 61条の2 ８
口 9 鱒 強盗， 同致死燭等

236～Z41条
243条

うち，危険運転致死傷等
0

2条‘ 3条, ．
6条1項． 2項

10 有価鉦券偽､造 62－ 63条の6 39 詐 欺
垂46o z剣6魚の2
念48． 250象

11 11 ［1］
うち．過失画転政死侮アル
コール等膨尋発覚免鹿等●

4桑． 6魚3項

11 偽 証 69～ 71条 2 2 31 背 任 247． 窪50条 うち．過尖珂転致死傷等 5条． 6象4項 12 15

1Z 虚偽告時等 7念灸 3 3 3＄ 恐 ・喝 2名9． 250条 民事輪行法 3 （1） Z （1）

13
強■1（､せつ；強■性交等，岡
黄『E屑毎

176～181条 11 （1） 1o ［2】 （8） ” 横餌，遼失物等横領 Z5弓．垂54象
ee

最低曾金陸 2 2

4
頃櫓濫用，同致死傷

等 ．
Ⅱ93． ユ94粂
196畳

117 唾 剥 業．務上横領 253後 2 4 ［1】 特別法犯． 計 ” (、 弱 【、 （1）

5 特厚挫画日品行■虜．同武電■． 155． 19，条 6 2 35 迩品嬢受け等 258粂 不明 1

6 陶 収 賄
197－197条の4

198象 ，
麺 駁棄 聞匿等

258～261象

z6Z象の2． 263鏑
3 5 合 計

271 （3） '麺1 「51 （3）

7
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段人． p段凹与及び同怠役人

塩害 同致死

暴 行

過失致死復

199～203桑

Zo4～2o6翁

Z08条

ZO9o Z10農

5

17

I

4

16

2
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38

39

危険運転致死傷

自動車運転過失致死
.傷
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その他の罪名は別紙のとおり



別紙

第5表 審査事件罪名別新受 ・ 既・済年報 大阪地鮫管内

集計表
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(最刑一）ｌ

注
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『既済」に記戯した数のうち起翫相当及び不起豚不当の礒決のあったものの数（合計数）は， ［］を付し．内数として計上す詮

特別法犯の罪名は，違反に係る法令の名称による。

職梅審査事件については， （）を付し，内数として計上する。

特 別 法 否、 （i自加谷）

罪名 条項

人員

新受 ‘既済

下禰代金支払遅延等防止法 2

銀 行 法 1 1

動駒の量■及び管理に閲十ろ注律 1 1 ［1］

理 禽 安 定 法 4 4

所 将 税 注 2 1

会 社 油 1

鉦砲刀旬領所神等敢篭法 1

傭

考

検察審査会認定罪名は別紙のとおり
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検察審査会において認定を行った事件罪名

件数検察審査会申立書罪名 検察審査会認定罪名

(第一検審）○私文書偽造等，偽造私文書等行使 有印私文書偽造，同行使 1→

(第二検審）○公正証書原本不実記載等 電磁的公正証書原本不実記録，
● Q

不実記録電磁的公正証書原本供用

2→

一

←

(第三検審）○特別公務員職権濫用，

特別公務員職権濫用等致死傷

特別公務員職権濫用致傷 68→

「

(第三検審）特別公務員職権濫用致傷○公務員職権濫用，特別公務員職権濫用，

特別公務員職権濫用等致死傷

4→

特別公務員職権濫用致傷 (第三検審）○特別公務員職権濫用，

特別公務員職権濫用致傷

6→

(第三検審）

(第四検審）

(岸和田検審）

○傷害 暴行 １
４
１

→

(第二検審）○暴行罪又は傷害罪 傷害 1→


